
     

冬休み明け、体調はいかかですか？ なんとなく調子が悪い場合は無理をせず、  

早めに医療機関を受診し治療を受けましょう！「インフルエンザ」と診断された場合

は出席停止扱いとなりますので、必ず学校に連絡してください。「インフルエンザ」は、 

発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過しなければ登校できません。しっかりと休養を

とり、体調を整えて登校しましょう。（一度罹患しても、型が異なる場合もあるので注意！） 

登校したら「出席停止報告用紙」を配付しますので、記入後は担任に提出してください。  

その際、受診した病院の領収書か調剤薬局の明細書（コピーで可）が必要となりますので、必ず準備

をお願いします。また、昨年「インフルエンザ」に罹り出席停止報告書（封書）を まだ提出してい

ない人は、早急に担任の先生へ提出してください。 

（領収書等をなくしたけどどうしたらいいの？…と言う場合は、保健室に相談してください。） 

 

い。 

                 ※発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過するまで 

 （例）発症後２日目に解熱した場合 

発症日 発症後１日目 発症後２日目 発症後３日目 発症後４日目 発症後５日目 発症後６日目 

発熱 発熱 解熱 解熱後１日目 解熱後２日目 
発症後５日以内 

なので登校不可 
登校可能 

（例）発症後４日目に解熱した場合 

発症日 発症後１日目 発症後２日目 発症後３日目 発症後４日目 発症後５日目 発症後６日目 発症後 

７日目 

発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 解熱後１日目 解熱後２日目 登校可能 

★なお、個々により症状は異なりますので、登校するにあたっては主治医に確認をお願いします。 
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      保健室からの連絡  

冬休みに病院を受診しましたか？ 

＊冬休みを利用して、「歯科」や「視力」の治療は

できたでしょうか？受診した場合は、「受診報告

書」を、担任または保健室へ提出してください。 

＊冬休み中、講習や部活動等でケガをして病院を受

診した場合「災害共済給付」対象となりますので、

連絡して下さい。また手続きにおいて書類が未提

出の場合は、早めに提出してください。特に３年

生は卒業も近くなるので、早めの提出をお願いし

ます。また、医療費助成等の措置が適応されてい

る市町村もありますので、その場合はお知らせく

ださい。 

 

インフルエンザの出席停止期間（めやす） 



 

 


